
R-Code BAP0018

バッテリー電源リレーハーネス Type-C
チャタリング防止機能付き

※本製品を取付け後、バッテリーのプラス端子に結線した際、一瞬リレーが作動いたしますが、
　これは本製品のシステム上の現象で、製品異常ではございません。
※本製品はDC12V車専用です。また、マイナスボディーアース車専用となります。
※本製品を取付ける場合はカー用品専門ショップ等の専門知識のあるところでお取付けてください。
※本製品は水がかからない場所にお取付けてください。
※本製品を高温になる場所へはお取付けしないでください。
※本製品を分解及び改造しないでください。
※他社製品との組み合わせでは使用できません。

部品構成図

（黒）

（黒）

リレーユニットは水がかからない位置に、リレーユニットのハーネスを
必ず下側に向けてに固定し、リレー端子に水がかからない様にしてください。
リレー端子に水がかかると、リレーの故障原因となり、不点灯になったり
点灯不良になる恐れがあります。

リレーハーネス・・・２

アース線・・・２

AIRZERO

この度は、本製品をお買上げ頂きありがとうございます。
本製品を正しくお使い頂くために取付け作業前に必ずお読みください。

注意

注意

取　扱　説　明　書

ギボシ（オス）・・・1 ギボシ（メス）・・・1

スリーブ（オスギボシ用）・・・1

スリーブ（メスギボシ用）・・・1

HID で使用します

LED で使用します

この度は、バッテリー電源ハーネス Type-C をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みの上正しくお使いください。取扱説明書の内容につきまして
ご不明な点などございましたら、お買い求めの販売店にお問い合わせいただきご理解の上、ご使用ください。お読みになった後は、いつでも見ることができる場所に大切に保管してください。

警告　安全のために必ず守って頂きたい事。守らないと生命の危険、または重大な傷害につながる恐れがあります。

注意　安全のために必ず守って頂きたい事。守らないと傷害、または事故につながる恐れがあります。

●本製品は高電圧を発生し大変危険ですので、必ず販売店にて取付けてください。
●本製品は高電圧を発生し感電する場合があり大変危険ですので、ハーネス及び各部品には絶対に触らないでください。
●ライト点灯時及び消灯直後はライトが大変高温になっており、火傷の恐れがありますので絶対に触らないでください。
●ライト点灯時はライトを直視しないでください。目が痛くなったり、視力傷害の原因となります。
●車両事故などにより、ライトの破損、コードが断線、コネクターが外れる等の場合に、ライトの点灯スイッチをONにすると放電が発生しますので絶対に点灯させないでください。
●HlD や LED はいかなる時も絶対に分解及び改造をしないでください。分解及び改造した場合は一切の責任を負い兼ねます。
●お客様は、バルブ等いかなる部品であっても、交換作業は絶対に行わないでください。部品の交換は必ず販売店のメンテナンスを受けてください。

仕様と価格は予告なく変更することがあります。

●車両故障の原因となりますので、車両コンピューターやコンピューターハーネスの近くにインバーターやイグナイターを設置しないでください。
●車両火災や溶損の原因となりますので、溶けやすい樹脂製部品の近くにインバーターやイグナイターを設置しないでください。
●火災の原因となりますので、紙や布など燃えやすい物の近くで点灯しないでください。
●爆発の原因となりますので、ガソリン、可燃性スプレー、シンナーラッカーなど引火する危険性のある物の近くで点灯しないでください。
●ライトの光軸調整を必ず行ってください。光軸調整不良は対向車の事故を招く恐れがあります。
●エンジンがかかっていない時に点灯させておくと、バッテリーが上がりエンジンがかからなくなる事があります。

Seabass Link

警告

注意

取付販売店へのお願い : この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

〒182-0002 東京都調布市仙川町3-16-11　センチュリー仙川102　  TEL.03-5315-2366 Fax.03-3309-8075
シ－バスリンク株式会社

自家用乗用車（商用車※１･改造車を除く）において製品の改造等を行わず正規装着･通常装着で、保証書の製品保証規定条件を満たした場合商品の代替えを致します。
（取付工賃及び交通費などの作業付帯費用、交通事故及び天災による破損･損害の保証は一切致し兼ねますので予めご了承ください）

■必ず、下記「警告」・「注意」事項をお読みになりご使用ください。

保証について

※1.商用車(業務での長時間点灯使用など)でのご使用の場合は保証対象外とさせて頂きます。
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※
 
商
用
車
(
業
務
で
の
長
時
間
点
灯
使
用
な
ど
)
で
の
ご
使
用
の
場
合
は
保
証
対
象
外
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

※
 
オ
ー
ト
ラ
イ
ト
を
作
動
さ
せ
て
エ
ン
ジ
ン
始
動
し
た
時
に
点
灯
不
良
に
な
る
場
合
は
、
電
力
低
下
が
影
響
し
て
い
る
の
で
保
証
対
象
外
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

※
 
電
装
品
の
使
用
に
よ
り
車
両
側
の
電
力
低
下
等
が
発
生
し
て
い
る
状
態
で
の
片
側
不
点
灯
や
点
灯
不
良
は
保
証
対
象
外
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
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取付配線図（HID用）

キャンセラー有りの場合

キャンセラー無しの場合

取付配線図(LED用）

H4タイプ

キャンセラー併用


